
 三鷹営業統括センター武蔵小金井駅で社員Ａさん（２０２０年度採用２２歳）が勤務

時間中、管理者との面談中に、その管理者からパワハラ・暴行を受ける事象が発生し

ました。しかし、社員Ａが「管理者との面談中に管理者の指示に従わず退室を試みた

際、制止した管理者を突き飛ばし障害を負わせたことは社員として著しく不都合な行

為であるため」という理由で加害者となり、処分と出向が発令されました。 
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詳しくは緑の風 

２０２４年１１月２０日５、６面参照 

社員 Aが受けた処罰 

・出 勤 停止 ２ ０ 日 間 

・所定昇給額１／２カット 

・年末手当１５％カット 

・出 向 

憲法第３９条には「一事不条理」の原則が定められています。一

度判決が決まれば、その罪では二度と罰することができないと

いう事です。この原則は、会社の懲戒についても同様に考えられ

ており、同じ行為に対して、二重に処罰することはできません。 

出勤停止の処分と出向の処分は 

二重の処分であり無効ではないのか！ 


